
ん
こ
と
を
。
則
ち
益
々
頂
ら
皇
恩
憲
徳
を
千
秋
万
禩
に
祝
る
べ
し
。

茲
に
接
貢
の
閩
に
入
る
に
際
り
、
合
に
就
ち
に
咨
覆
す
べ
し
。
此
れ
が
為

に
備
に
貴
司
に
咨
す
。
請
煩
わ
く
は
査
照
し
て
督撫
両
院
に
転
詳
し
施
行
せ
ら

れ
よ
。

須
ら
く
咨
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

右
、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
咨
す

道
光
二
十
五
年
（
一
八
四
五
）
八
月
初
四
日

注
＊
本
文
書
は
〔
別
台
―
〇
二
〕
の
咨
覆
で
あ
る
。
語
注
は
〔
別
台
―
〇
二
〕
参
照
。

（
1
）	

照
料
周
全
　「
照
料
」
は
世
話
を
す
る
。「
周
全
」
は
十
分
に
配
慮
す
る
こ

と
。
世
話
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
。
行
き
届
い
た
お
世
話
。

（
2
）	

料
理
　
処
理
す
る
こ
と
。

（
3
）	

千
秋
万
禩
　
禩
は
年
。
千
年
万
年
。

別台 -04
　
琉
球
国
中
山
王
尚
育
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
英
国
の
船
が
宮
古
・

八
重
山
に
到
り
海
陸
を
測
量
し
た
こ
と
、
在
福
州
英
国
領
事
の
李
太
郭

が
琉
球
へ
公
文
を
提
出
し
た
こ
と
を
通
知
す
る
旨
の
咨
文

（
道
光
二
十
五
《
一
八
四
五
》、
八
、
四
）

琉
球
国
中
山
王
尚
（
育
）、
咨
明
す
る
事
の
為
に
す
。

照
ら
し
得
た
る
に
、
道
光
二
十
四
年
十
月
、
本
国
属
島
の
太
平
・
八
重
の

両
山
の
各
地
方
官
、
先
後
し
て
報
称
す
る
に
拠
る
に
、
上
年
、
𠸄
国
の
船
隻

到
来
す
る
有
り
。
数
人
は
上
岸
し
、
海
を
巡
り
山
を
環
り
、
水
の
浅
深
を
試

み
、
地
の
広
狭
を
量
り
、
数
十
余
日
に
し
て
帰
去
す
、
等
の
由
あ
り
。

道
光
二
十
五
年
五
月
、
又
、
八
重
山
轄
下
の
与
那
国
地
方
官
の
報
称
に
拠

る
に
、
本
月
、
𠸄
国
の
船
隻
到
来
す
る
有
り
。
地
方
を
度
量
し
、
久
し
か
ら

ず
し
て
去
る
、
等
の
由
あ
り
。

又
、
閩
に
在
る
の
存
留
通
事
魏
学
賢
の
報
称
に
拠
る
に
（
以
下
の
如
し
）。

切
か
に
、
賢
、
去
年
、
閩
に
到
る
の
後
、
大
英
国
領
事
の
李
太
郭
よ
り
送

り
来
た
れ
る
文
憑
一
紙
有
り
。
内
に
（
次
の
如
く
）
開
せ
り
。

大
英
欽
命
領
事
に
し
て
正
三
品
の
福
州
に
駐
箚
す
る
の
李
（
太
郭
）
は
、

貴
国
と
両
相
に
和
好
す
る
為
に
す
。
本
領
事
は
心
を
尽
く
し
て
貴
国
の
官
民

の
平
安
を
施
さ
ん
こ
と
を
願
う
に
由
る
。
但
だ
大
英
の
戦
船
は
常
に
往
来

し
、
海
盗
を
趕
い
、
水
度
を
探
り
地
方
を
量
り
て
図
を
画
け
ば
、
恐
ら
く
は

貴
国
の
官
民
は
戦
船
を
見
て
懼
怕
す
べ
し
、
と
。
今
、
特
に
文
憑
一
紙
を
齎

し
来
た
れ
り
。
若
し
船
官
よ
り
水
菜
を
要
む
れ
ば
、
均
し
く
価
銭
を
約
し
て

公
道
に
交
易
す
べ
し
。
貴
国
の
官
民
は
礼
に
拘
る
べ
か
ら
ず
。
此
に
照
す
、

等
の
因
あ
り
。
理
と
し
て
合
に
報
明
す
べ
し
、
等
の
由
あ
り
。
各
々
国
に
到

る
。
此
れ
を
拠
け
た
り
。

茲
に
査
す
る
に
、
敝
国
は
古
よ
り
以
来
、
天
朝
に
臣
属
し
、
叨
く
も
屛
翰

に
列
な
る
。
該
西
土
の
人
は
何
故
に
此
に
到
り
て
地
方
を
度
量
す
る
や
を
知

ら
ず
。
甚
だ
疑
惑
を
懐
く
。

五
月
十
五
日
に
至
り
て
、
果
た
し
て
該
国
の
船
隻
は
那
覇
洋
面
に
到
来
し



抛
泊
す
る
有
り
。
即
ち
に
員
に
委
し
て
来
歴
を
探
問
せ
し
め
た
る
も
、
言
語

通
ぜ
ず
。
内
に
通
事
一
名
有
り
。
姓
は
金
、
名
は
朱
勝
と
叫
う
。
広
東
香
山

県
の
人
に
係
る
。
称
す
る
に
拠
る
に
、
𠸄
咭
唎
国
の
急
頓
味
ｊ
ｋ
の
坐
す
る

所
の
船
隻
に
係
る
。
通
船
、
共
に
二
百
員
名
有
り
、
等
の
語
あ
り
。
即
ち
飭

し
て
牛
・
羊
・
鶏
・
豚
・
魚
・
酒
・
菜
・
水
等
の
件
を
送
給
せ
し
む
。
随
い

で
十
七
日
に
於
て
開
船
し
て
回
り
去
け
り
。

又
、
七
月
初
九
日
に
至
り
て
、
另
に
該
国
の
船
隻
到
来
す
る
有
り
。
其
の

通
事
不
在
に
因
り
、
即
ち
飭
し
て
手
を
用
い
て
勢
を
比
し
、
略
来
歴
を
問
わ

し
む
。
称
す
る
に
拠
る
に
、
𠸄
咭
唎
国
の
船
隻
に
係
る
。
通
船
、
共
に
六
十

名
有
り
。
該
味
ｊ
ｋ
の
坐
す
る
所
の
船
隻
、
再
び
来
た
る
を
俟
ち
て
一
同
に

帰
去
せ
ん
と
す
、
等
の
語
あ
り
。
即
ち
飭
し
て
需
む
る
所
の
日
用
の
物
件
を

送
給
せ
し
む
。
十
六
日
に
至
り
て
、
味
ｊ
ｋ
の
坐
す
る
所
の
船
隻
到
来
す
る

有
り
。

本
爵
、
其
の
海
を
巡
り
山
を
環
り
、
水
を
試
み
地
を
量
り
、
人
民
を
騒
動

す
る
を
深
く
恐
れ
、
即
ち
飭
し
て
之
れ
に
接
す
る
に
礼
を
以
て
し
、
之
れ
を

待
つ
に
敬
を
以
て
せ
し
め
、
稟
を
具
え
て
地
方
を
丈
量
す
る
の
挙
を
停
止
せ

ん
こ
と
を
懇
乞
う
。
随
い
で
其
の
請
う
所
を
允
し
た
れ
ば
、
二
十
日
に
於

て
、
両
船
は
連
ａ
し
て
開
行
せ
り
。

伏
し
て
惟
う
に
、
該
𠸄
人
等
、
其
の
心
に
存
す
る
所
は
以
て
窺
い
測
り
難

し
。
経
に
長
行
し
て
回
国
す
る
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
日
後
に
至
り
て
再
来

し
、
事
を
滋
す
や
も
知
る
べ
か
ら
ず
。
現
に
愁
慮
の
秋
に
在
り
。
茲
に
接
貢

の
閩
に
入
る
に
際
り
、
合
に
就
ち
に
咨
明
す
べ
し
。
此
れ
が
為
に
貴
司
に
移

咨
す
。
請
煩
わ
く
は
査
照
し
て
督撫
両
院
に
転
詳
し
施
行
せ
ら
れ
よ
。

須
ら
く
咨
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

右
、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
咨
す

道
光
二
十
五
年
（
一
八
四
五
）
八
月
初
四
日

注
（
1
）	

太
平
・
八
重
の
両
山
　
宮
古
・
八
重
山
の
両
島
。〔
別
台
―
〇
九
〕
で
は
「
太

平
八
重
両
山
地
方
官
」、〔
別
台
―
一
三
〕
で
は
「
太
平
八
重
山
両
地
方
官
」

と
あ
る
。

（
2
）	

度
量
　
測
量
す
る
こ
と
。
こ
の
と
き
の
英
国
船
は
サ
マ
ラ
ン
号
（
ベ
ル

チ
ャ
ー
艦
長
）。

（
3
）	

魏
学
賢
　
嘉
慶
十
一
～
道
光
三
十
年
（
一
八
〇
六
～
五
〇
）。
久
米
村
系

魏
氏
（
楚
南
家
）
九
世
。
も
と
の
名
は
学
誠
。
牧
志
里
之
子
親
雲
上
。
道

光
十
六
年
西
之
平
等
学
校
所
の
講
解
師
と
な
り
、
十
七
年
将
軍
家
慶
就
任

の
慶
賀
使
節
の
楽
師
と
な
り
江
戸
に
上
る
。
こ
の
と
き
浦
添
朝
熹
・
鄭

元
偉
ら
と
漢
詩
集
『
東
遊
草
』
を
著
し
て
い
る
。
道
光
十
七
年
都
通
事
、

二
十
八
年
長
史
と
な
り
中
議
大
夫
に
陞
る
。
道
光
二
十
四
年
存
留
通
事
と

な
る
。
二
十
六
年
に
帰
国
す
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
二
十
六
年
の
朝
京
都
通

事
王
邦
選
が
福
州
で
病
没
し
た
た
め
、
代
理
を
務
め
た
（『
家
譜
（
二
）』

四
四
頁
）。

（
4
）	

文
憑
一
紙
　
文
憑
は
証
拠
と
な
る
文
書
。
証
文
。『
琉
球
王
国
評
定
所
文

書
』「
辰
秋
走
進
貢
船
帰
帆
」
に
李
太
郭
の
琉
球
館
訪
問
と
書
面
一
通
（
文

憑
）、
文
書
一
冊
を
提
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
書
一
冊
は
南
京

条
約
の
内
容
を
漢
文
で
記
し
た
も
の
（『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
二

巻
、
浦
添
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年
、
二
五
一
～
二
五
六
頁
）。

（
5
）	

駐
箚
　
地
に
留
ま
る
。
駐
在
。

（
6
）	

李
（
太
郭
）　
レ
イ
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ト
レ
ー
ド
ス
キ
ャ
ン
ト
・
レ
イ
（George	



Tradescant	Lay

）。
一
八
〇
〇
？
～
一
八
四
五
年
。
一
八
二
五
年
か
ら
ビ
ー

チ
ー
船
長
率
い
る
ブ
ロ
ッ
サ
ム
号
で
探
検
航
海
に
参
加
。
広
州
駐
在
の
英
国

領
事
。
一
八
四
三
年
（
道
光
二
十
三
年
七
月
）
に
広
州
領
事
に
任
命
さ
れ
、

翌
年
七
月
（
道
光
二
十
四
年
五
月
）
福
州
領
事
に
転
じ
、
さ
ら
に
四
五
年
四

月
（
道
光
二
十
五
年
二
月
）
厦
門
領
事
と
な
る
。

（
7
）	

両
相
　
双
方
、
互
い
に
。

（
8
）	

懼
怕
　
恐
れ
お
の
の
く
こ
と
。

（
9
）	

水
菜
　
水
と
野
菜
。
飲
料
水
と
食
物
。

（
10
）	

公
道
　
公
平
。

（
11
）	

屛
翰
　
屛
と
そ
の
両
辺
に
在
っ
て
こ
れ
を
さ
さ
え
る
柱
。
ま
た
、
垣
と

な
っ
て
守
る
。
転
じ
て
柱
石
の
臣
、
重
臣
。
ま
た
屛
翰
は
屛
扞
、
屛
藩
、

藩
屛
に
同
じ
。
周
辺
の
藩
属
国
を
指
す
。

（
12
）	

香
山
県
　
広
東
省
広
州
府
香
山
県
。
現
中
山
市
。
珠
江
デ
ル
タ
の
中
南
部

に
位
置
す
る
。

（
13
）	

急
頓
　
役
職
。
キ
ャ
プ
テ
ン
の
こ
と
。

（
14
）	

味
ｊ
ｋ
　
ベ
ル
チ
ャ
ー
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ベ
ル
チ
ャ
ー
（Sir	Edw

ard	
Belcher

）。
一
七
九
九
～
一
八
七
七
年
。
一
八
一
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
海
軍

に
入
り
、
一
八
二
五
年
に
ビ
ー
チ
ー
率
い
る
探
検
航
海
に
参
加
。
ア
ヘ
ン

戦
争
が
始
ま
る
と
香
港
に
上
陸
し
て
戦
い
、
香
港
沿
岸
の
測
量
を
行
っ

た
。
戦
争
終
了
後
、
ナ
イ
ト
の
称
号
を
得
た
。
一
八
四
七
年
ま
で
東
イ

ン
ド
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
巨
文
島
な
ど
の
測
量
作
業
に
従
事
し
た
。

一
八
七
二
年
に
海
軍
大
将
に
昇
進
し
た
。
一
八
四
三
年
（
道
光
二
十
三
）

か
ら
四
四
年
に
か
け
て
、
ベ
ル
チ
ャ
ー
は
サ
マ
ラ
ン
号
で
宮
古
・
石
垣
・

与
那
国
へ
来
航
し
、
水
陸
の
測
量
調
査
を
強
行
し
た
後
、
道
光
二
十
五
年

五
月
那
覇
沖
に
到
来
、
琉
球
の
官
民
を
驚
か
せ
た
。

（
15
）	

手
を
用
い
て
勢
を
比
し
　
手
振
り
身
振
り
で
。

（
16
）	

愁
慮
　
憂
慮
す
る
。

別台 -05
　
琉
球
国
中
山
王
尚
育
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
英
国
船
は
伯
徳
令

（
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
）
を
琉
球
に
残
置
し
、
仏
国
の
総
兵
は
条
約
の
締

結
を
迫
り
、
仏
人
伯
多
禄
（
ル
＝
テ
ュ
ル
デ
ュ
）・
亜
臬
徳
（
ア
ド
ネ
）

の
二
名
を
逗
留
せ
し
め
た
れ
ば
、
退
去
方
の
外
交
交
渉
を
求
む
る
旨
の

咨
文
（
道
光
二
十
六
《
一
八
四
六
》、
八
、
十
四
）

琉
球
国
中
山
王
尚
（
育
）、
臣
子
の
憂
は
堪
え
難
き
所
有
り
、
君
父
の
威
、

固
よ
り
当
に
仰
い
で
藉
る
べ
け
れ
ば
、
転
奏
せ
ら
れ
て
恭
し
く
聖
諭
を
請

い
、
以
て
藩
国
を
安
ん
ぜ
し
め
ん
こ
と
を
懇
乞
う
事
の
為
に
す
。

切
か
に
査
す
る
に
、
道
光
二
十
六
年
四
月
初
五
日
、
𠸄
咭
唎
船
一
隻
到
来

す
る
有
り
。
随
即
に
員
に
委
し
て
物
件
を
送
給
し
、
並
び
に
来
歴
を
詢
わ
し

む
る
も
言
語
通
ぜ
ず
。
内
に
通
事
一
名
有
り
。
姓
は
劉
、
名
は
友
于
と
叫

う
。
即
ち
広
東
香
山
県
の
人
な
り
。
称
す
る
に
拠
る
に
、「
𠸄
咭
唎
国
の
船

隻
に
係
る
。
本
年
三
月
十
五
日
、
広
東
に
在
り
て
開
船
す
。
舵
梢
一
十
四
名

を
除
く
の
外
、
另
に
医
士
伯
徳
令
、
家
眷
・
児
女
を
携
帯
し
て
来
た
る
有

り
。
該
医
士
を
し
て
妻
子
・
通
事
を
率
同
し
上
岸
し
て
淹
留
せ
し
む
る
を
准

さ
れ
ん
こ
と
を
乞
う
」
等
の
語
あ
り
。

本
爵
、
官
に
飭
し
文
を
具
え
て
懇
請
す
ら
く
、「
他
国
の
人
員
、
上
岸
し

て
身
を
棲
ん
ず
る
は
素
よ
り
国
家
の
厳
禁
に
係
る
。
更
に
兼
ね
て
敝
国
は
蕞

爾
の
蜃
疆
に
し
て
土
痩
せ
地
薄
く
物
産
饒
か
な
ら
ず
。
若
し
他
国
の
人
を
し

て
淹
留
せ
し
む
れ
ば
甚
だ
不
便
有
り
。
其
の
淹
留
す
る
の
心
を
罷
め
、
風
日


